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一

信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条

信
用
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
三
項
第
七
号

第
一
条

信
用
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
三
項
第
七
号

に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
三
十
三

（
略
）

一
～
三
十
三

（
略
）

三
十
四

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
推
進
セ
ン
タ
ー

三
十
四

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
近
代
化
セ
ン
タ
ー

三
十
五
～
三
十
六

（
略
）

三
十
五
～
三
十
六

（
略
）

三
十
七

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

三
十
七

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

三
十
八
～
四
十

（
略
）

三
十
八
～
四
十

（
略
）

第
二
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者

第
二
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
推
進
セ
ン
タ
ー

二
十
三

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
近
代
化
セ
ン
タ
ー

二
十
四
・
二
十
五

（
略
）

二
十
四
・
二
十
五

（
略
）

二
十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
六

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
七
～
二
十
九

（
略
）

二
十
七
～
二
十
九

（
略
）
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二

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
八
第

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
八
第

二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

す
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
推
進
セ
ン
タ
ー

二
十
三

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
近
代
化
セ
ン
タ
ー

二
十
四

（
略
）

二
十
四

（
略
）

二
十
五

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
五

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

第
二
条

法
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め

第
二
条

法
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
二
十
一

（
略
）

一
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
推
進
セ
ン
タ
ー

二
十
二

公
益
財
団
法
人
不
動
産
流
通
近
代
化
セ
ン
タ
ー

二
十
三
～
二
十
五

（
略
）

二
十
三
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
六

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

二
十
七
～
二
十
九

（
略
）

二
十
七
～
二
十
九

（
略
）
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三

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
基

金
融
監
督
庁

準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
必
要
な
調
整
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年

告
示
第
三
十
九
号
）

大

蔵

省

改

正

案

現

行

（
国
内
基
準
行
）

（
国
内
基
準
行
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

金
庫
の
子
会
社
等
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

２

金
庫
の
子
会
社
等
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の

）
に
関
連
法
人
等
（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定

二
第
三
項
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
が
含
ま
れ
る
場
合
の
国
内
基
準
行
調
整
自

す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
の
国
内
基
準
行

己
資
本
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連
法
人
等
を
除
い
て
算

調
整
自
己
資
本
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連
法
人
等
を
除

出
し
た
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
当
該

い
て
算
出
し
た
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額

金
庫
の
関
連
法
人
等
（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す

に
当
該
金
庫
の
関
連
法
人
等
（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
七
条
第
二
号
に

る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
）
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け

規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
）
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
一
条
の
算
式

る
自
己
資
本
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）



- -4

四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い

金
融
監
督
庁

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
必
要
な
調
整
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年

告
示
第
四

大

蔵

省

十
二
号
）

改

正

案

現

行

１

（
略
）

１

（
略
）

２

信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

２

信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定

律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定

す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
連
法
人
等
（
協
同
組

事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
三
条
の

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

二
第
三
項
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
が
含
ま
れ
る
場
合
の
調
整
自
己
資
本
額
は

る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連
法
人
等
を
除
い
て
算
出
し
た
自
己

の
調
整
自
己
資
本
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連
法
人
等
を

資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
当
該
信
用
協
同
組

除
い
て
算
出
し
た
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の

合
等
の
関
連
法
人
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

額
に
当
該
信
用
協
同
組
合
等
の
関
連
法
人
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
）
の
自
己
資
本
比
率

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う

告
示
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
も

。
）
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
相

の
と
す
る
。

当
す
る
額
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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五

信
用
金
庫
法
施
行
令
第
十
一
条
第
十
二
項
第
四
号
並
び
に
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
百
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
第

一
項
並
び
に
第
百
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
算
関
連
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
等
を
定
め
る
件
（
平
成

二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
五
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
の
供
与
等
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
額
）

（
信
用
の
供
与
等
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
額
）

第
七
条

規
則
第
百
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

第
七
条

規
則
第
百
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

額
は
、
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項

額
は
、
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項

本
文
に
規
定
す
る
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
に
係
る
次
に

本
文
に
規
定
す
る
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
に
係
る
次
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

規
則
第
百
十
四
条
第
四
項
第
十
一
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
勘
定
並
び
に
自

六

規
則
第
十
四
条
第
四
項
第
十
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
勘
定
並
び
に
自
己
資

己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
二
条
第
一
項
の
表
百
の
項
の
中
欄
八
に
掲
げ
る
取

本
比
率
告
示
第
七
十
二
号
第
八
条
第
一
項
の
表
百
の
項
の
中
欄
八
に
掲
げ
る

引
（
現
金
又
は
有
価
証
券
に
よ
る
担
保
の
提
供
に
限
る
。
）
に
係
る
信
用
の

取
引
（
現
金
又
は
有
価
証
券
に
よ
る
担
保
の
提
供
に
限
る
。
）
に
係
る
信
用

供
与
等
の
額
の
う
ち
当
該
信
用
の
供
与
等
を
行
う
原
因
と
な
っ
た
派
生
商
品

の
供
与
等
の
額
の
う
ち
当
該
信
用
の
供
与
等
を
行
う
原
因
と
な
っ
た
派
生
商

取
引
を
時
価
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
し
た
再
構
築
コ
ス
ト
の
額
（
零
を

品
取
引
を
時
価
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
し
た
再
構
築
コ
ス
ト
の
額
（
零

下
回
る
場
合
に
限
る
。
）
を
零
か
ら
差
し
引
い
た
額

を
下
回
る
場
合
に
限
る
。
）
を
零
か
ら
差
し
引
い
た
額

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）
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六

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
十
二
項
第
四
号
並
び
に
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
条
の
四
第
二

項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
算
関
連
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
合
算
関
連
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者
）

（
合
算
関
連
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
一
条

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則

第
一
条

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則

」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者

」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者

（
信
用
の
供
与
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

（
信
用
の
供
与
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い

四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項

て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項

本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
条
及
び
第
七

本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
条
及
び
第
七

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
が
信
用
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
が
信
用
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

）
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

他
の
法
人
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以

二

他
の
法
人
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
法
人
等
を
い

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
法
人
等
を
い

う
。
）
の
子
会
社
（
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下

う
。
）
の
子
会
社
（
令
第
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
等
（
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
等
（
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に

定
す
る
子
法
人
等
を
い
い
、
子
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
前
号

規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
い
、
子
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
前

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）



- -7


